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担当課番号案内の
�
田 
�
保 の表記は 

�
田 …田無庁舎（南町５～６～１３）

�
保 …保谷庁舎（中町１～５～１）を表します

　

都
営
住
宅
（
あ
き
家
・
若
年
フ
ァ
ミ
リ
ー
向
定
期
使
用
住
宅
・
バ
リ
ア

フ
リ
ー
仕
様
住
宅
・
ス
ー
パ
ー
リ
フ
ォ
ー
ム
住
宅
）
の
入
居
者
を
募
集
し

ま
す
。
今
回
の
募
集
は
、
東
京
都
が
直
接
行
う
募
集
で
す
。

■
申
し
込
み
の
で
き
る
方

◎
「
家
族
向
」
…
①
申
込
者
本
人
が
東
京
都
内
に
居
住
す
る
成
年
者
（　
20

歳
未
満
の
既
婚
者
を
含
む
）
で
、
そ
の
こ
と
が
住
民
票
ま
た
は
外
国
人
登

録
原
票
記
載
事
項
証
明
書
で
証
明
で
き
る
こ
と
（
外
国
人
の
方
は
、
在
留

資
格
等
そ
の
他
の
要
件
が
必
要
）　

②
同
居
親
族
が
い
る
こ
と　

③
所
得

（
同
居
親
族
に
所
得
が
あ
る
場
合
は
合
算
）
が
定
め
ら
れ
た
基
準
内
に
あ

る
こ
と　

④
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

◎
「
若
年
フ
ァ
ミ
リ
ー
向
定
期
使
用
住
宅
」
…
家
族
向
け
の
資
格
要
件
の

ほ
か
に
、
①
申
込
者
本
人
を
含
め
、
同
居
親
族
全
員
が　

歳
未
満
で
あ
る

40

こ
と　

②
世
帯
構
成
が
夫
婦
の
み
世
帯
、
夫
婦
お
よ
び
子
の
世
帯
で
あ
る

こ
と　

◎
「
単
身
者
向
」
…
家
族
向
け
の
①
、
③
、
④
の
資
格
要
件
の
ほ
か
に
、

①
申
込
時
、
３
年
以
上
都
内
に
居
住
し
て
い
る
単
身
者
で
あ
る
こ
と　

②

　

歳
以
上
、
あ
る
い
は
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
１
級
〜

50４
級
の
方
お
よ
び
生
活
保
護
受
給
者
等

　

詳
し
く
は
、「
募
集
の
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
申
込
書
お
よ
び
募
集
案
内
の
配
付
と
受
け
付
け

▽
配
付
期
間　

５
月
６
日
（
火
）
〜　

日
（
木
）

15

▽
配
付
場
所　

保
谷
庁
舎
５
階
都
市
計
画
課
・
田
無
庁
舎
２
階
展
示
コ
ー

ナ
ー
お
よ
び
各
出
張
所
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

※
都
内
区
役
所
・
市
役
所
・
町
村
役
場
で
も
配
付
し
ま
す
。

ま
た
５
月　

日
（
土
）・　

日
（
日
）
両
日
、
都
庁
第
一
本
庁
舎
１
階
、

10

11

住
宅
供
給
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
で
も
配
付

▽
受
け
付
け　

申
し
込
み
は
郵
送
で
、
５
月　

日
（
月
）
ま
で
に
渋
谷
郵

19

便
局
に
届
い
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。　

▽
抽
選
日　

６
月　

日
（
木
）

26

▽
問
合
せ　

東
京
都
住
宅
供
給
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
（
５
月　

日
ま
で
は

15

�
0
5
7
0
・
0
1
0
8
1
0
、
以
降
は�
　

・
3
4
9
8
・
8
8
9
4
）

03

◆
都
市
計
画
課
（
�保
 
�
内
線　

）
2422

　

市
で
は
、　

歳
以
上
の
方
を
対
象
と
し
、
健
康
の
保

６５

持
、
安
否
の
確
認
等
を
目
的
と
し
て
お
昼
の
配
食
サ
ー

ビ
ス
を
、
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
最
大
週
６
回
実
施

し
て
い
ま
す
。
４
月
１
日
か
ら
対
象
要
件
の
一
部
が
改

正
さ
れ
、　

歳
以
上
で
構
成
さ
れ
て
い
る
世
帯
の
方
も

６５

介
護
認
定
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

▽
対
象  　

歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
お
よ
び　

歳
以

６５

６５

上
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
方
で
、
い
ず
れ
も
配
食

を
必
要
と
認
め
ら
れ
た
方

▽
自
己
負
担
金 　

１
食
あ
た
り　

円
４００

◆
高
齢
福
祉
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２３３４
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都
営
住
宅
入
居
者
募
集

〜
都
の
直
接
募
集
〜

西
東
京
市
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
被
害
者
に
対
す
る

住
民
基
本
台
帳
事
務
に
係
る
市
の
支
援
に
つ
い
て

　

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
お
よ
び
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
被
害
に
関
し
て
、

女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
や
警
察
で
の
相
談
件
数
が
増
加
の
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
こ
の
た
め
、
西
東
京
市
で
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
お
よ
び
配
偶

者
か
ら
の
暴
力
の
加
害
者
に
よ
る
、住
民
基
本
台
帳
制
度
の
不
当
な
利

用
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、こ
う
し
た
被
害
者
に
対
す
る
支
援
を
図

る
た
め
、「
西
東
京
市
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
被
害
者
に
対
す
る
住
民

基
本
台
帳
事
務
に
係
る
支
援
に
関
す
る
要
綱
」
を
制
定
し
、
本
年
４
月

１
日
か
ら
施
行
し
ま
し
た
。

　

支
援
対
象
と
な
る
方
は
、ス
ト
ー
カ
ー
行
為
お
よ
び
配
偶
者
か
ら
の

暴
力
の
被
害
者
で
、警
察
署
等
に
申
し
出
を
し
た
本
人
お
よ
び
本
人
と

同
一
世
帯
の
方
が
支
援
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
民
課
（
田
無
庁
舎
２
階
、
保
谷
庁
舎
１
階
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
市
民
課
（
○田
 
�
内
線　

、
○保
 
�
内
線　

）

１４６１

２１３１
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５
月
か
ら
、
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
を
田
無
庁
舎
２

階
市
民
相
談
室
で
も
交
付
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

犬
の
糞
の
苦
情
が
、毎
年
市
に
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。ほ
か
の
方
の
迷

惑
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
後
始
末
は
必
ず
行
う
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

◆
環
境
保
全
課
（
○保
 
�
内
線　

〜　

）

2211

2213

　

５
月
１
日
か
ら
１
か
月
間
、
全
国
一
斉
に
赤
十
字
会
員
（
社
員
）
募

集
運
動
が
始
ま
り
ま
す
。「
赤
十
字
会
員
（
社
員
）」
と
は
、
年
額　

円
５００

以
上
の
会
費
（
社
資
）
を
日
本
赤
十
字
社
の
活
動
資
金
と
し
て
ご
協
力

い
た
だ
け
る
方
々
の
こ
と
で
す
。

　

日
本
赤
十
字
社
で
は
、皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
活
動
資

金
で
、
国
内
外
に
お
け
る
災
害
時
の
救
護
、
国
際
救
援
活
動
、
看
護
師

等
の
養
成
、
家
庭
看
護
法
の
普
及
な
ど
、
奉
仕
と
福
祉
の
た
め
の
さ
ま

ざ
ま
な
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
運
動
月
間
中
、
皆
さ
ん
の
お
宅
を
赤
十
字
の
協
賛
委
員
や
赤

十
字
奉
仕
団
の
方
々
が
、
お
伺
い
し
ま
す
の
で
、ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

◆
保
健
福
祉
総
合
調
整
課
（
�保
 
�
内
線　

）
２３１２

５５
月月
はは
赤赤
十十
字字
会会
員員（（
社社
員員
））

募募
集集
運運
動動
月月
間間
でで
すす

〜
赤
十
字
活
動
資
金
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
〜
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�予約方法　予約制の相談…５月１日（木）から電話、または来庁にて
受け付けます。
　相談を希望する庁舎の市民相談室に申し込んでください。
　事前予約の必要のない相談は、開始時間から相談会場で受け付けます。

問合せ場所日 時内 容      
田
無
庁
舎
の
相
談（
庁
舎
２
階
市
民
相
談
室
）…�
　

・
１
３
１
１
内
線　

６４

１４３２

     
保
谷
庁
舎
の
相
談（
庁
舎
１
階
市
民
相
談
室
）…�
　

・
１
３
１
１
内
線　

６４

２１１５

（田）
（保）

毎週月曜日～金曜日
午前８時30分～午後５時一般市民相談

（田）
５月８ 日・15日・16日
午前９時～正午

法 律 相 談
（予 約 制）

（保）
５月13日・14日・20日・21日
午後１時３０分～４時３０分
２０日は女性弁護士による相談

（田）５月１日　午前９時～正午人 権・身 の 上

（田）５月９日　 午後１時～４時
税 務 相 談
（予 約 制） （保）

５月２日・16日
午後１時30分～４時３０分

（田）５月１日・15日　午後１時～４時不 動 産 相 談
（予 約 制） （保）５月８日   午後１時３０分～４時３０分

（田）５月８日　午後１時～４時
登 記 相 談
（予 約 制） （保）

５月15日
午後１時３０分～４時３０分

（田）５月８日   午後１時～４時
表示登記相談

（保）５月15日   午後１時３０分～４時３０分

※
予
約
制
以
外
の
相
談
は
、開
始
時
間
か

ら
受
け
付
け
ま
す

（田）５月７日   午後１時～４時
交通事故相談
（予 約 制） （保）

５月９日・16日
午後１時３０分～４時３０分

（保）５月12日   午後１時30紛～４時30分年金・労災・失業保険
人事管理一般相談

（田）５月16日   午後１時～４時
行 政 相 談

（保）５月１日   午後１時30分～４時30分

（保）
５月９日   午後１時30分～４時30分
（法人設立、建設、宅建、遺言、相続）

行政手続き相談
（必要な書類の作成）

問合せ場 所日 時内 容

消費生活相談室
（�２５－4040または４１４１）

消費者センター
毎週月曜日～金曜日　午前１０
時～正午　午後１時～４時

消費生活相談
田無庁舎消費生活相談室（市民相談室内）

（�６４-１３１１内線１４３１ ）
毎週月・火・金曜日　午前１０
時～正午　午後１時～４時

田無庁舎市民相談室
（�６４－１３１１内線１４３２）

アスタ市民ホール
（アスタビル６階）

５月21日　
午前10時～午後４時求職・求人相談

（ハローワーク） 保谷庁舎市民相談室
（�６４－１３１１内線２１１５）

保谷庁舎４階会議室５月22日　午後１時～４時

田無庁舎市民相談室
（�６４－１３１１内線１４３２）

田無庁舎２階会議室５月15日　午後１時～４時高年齢者就業相談
（武蔵野高年齢者就業相談所）
0422-53-4545

保谷庁舎市民相談室
（�６４－１３１１内線２１１５)

保谷庁舎４階会議室５月22日　午後１時～４時

消費者センター
（�２５－４１４１）

田無庁舎２階ロビー５月２日
午後１時３０分～４時住宅増改築相談

保谷庁舎１階ロビー

環境保全課
（�６４－１３１１内線２２１２）

田無庁舎２階展示コーナー５月２１日　
午後１時３０分～２時３０分動 物 相 談

保谷庁舎１階ロビー

保谷庁舎１階生活福祉課 （�６４－１３１１
内線２３５１）※事前連絡をしてください

毎週火曜日～金曜日
午前８時３０分～午後５時

母 子 相 談
（ひとり親相談）

田無庁舎１階障害福祉課第１相談室
保谷保健福祉総合センター第２相談室
　（�６４－１３１１内線１５６１、２３４６）

５月14日　午後１時～３時身体障害者相談

５月20日　午後１時～３時知的障害者相談

教育相談課
（�６４－１３１１内線２６４１）
電話相談（�２５－４９７２）

保谷庁舎４階毎週月曜日～金曜日
午前９時～午後４時３０分教 育 相 談

田無庁舎５階（予約のみ）

市民会館２階相談室
（正午～午後１時は休み）

生活文化課男女平等推進係（�５０－００５５）
相談専用電話（�５０－０２２２）

からだの相談予約電話（�５０－００５５）

月・火・木曜日午前１０時～午後
４時、金曜日午後４時～９時
※火曜日は電話相談のみ

悩みなんでも
相 談
（電話・面接）女

性
相
談

水曜日午後４時～９時、土曜
日午前１０時～午後４時

カウンセリング
（予約制）

５月９日午後２時～５時・17
日午前11時～午後４時

からだの相談
（予約制）

（�38－１１００）
５月６日耳鼻科・13日内科
午後１時３０分～２時３０分

電話医療相談
（西東京市医師会）

（�６６－２０３３）
５月９日・23日
午後０時３０分～１時３０分

電話歯科相談
（田無歯科医師会）


